
議案第１５号

（総  則）
第１条  令和６年度ひたちなか市水道事業会計の予算は，次に定めるところによる。

（業務の予定量）
第２条  業務の予定量は，次のとおりとする。

件
㎥
㎥

千円

（収益的収入及び支出）
第３条  収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。

収　入
　第１款　水道事業収益

第２項
第３項

支　出
　第１款  水道事業費

第１項
第２項
第３項
第89項

（資本的収入及び支出）
第４条  資本的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出
　額に対し不足する額　９１６，６１２千円は，当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調
　整額　７２，６３７千円，過年度分損益勘定留保資金　８４３，９７５千円で補てんするも
　のとする。）

収　入
　第１款　資本的収入

第１項
第３項
第４項
第８項

支　出
　第１款  資本的支出

第１項
第４項
第８項
第98項

千円

国 庫 支 出 金 ６，８９９ 千円

１７，８１２，０００

ひたちなか市水道事業  事業費    

２０２，５１６ 千円

千円

建 設 改 良 費

１

令和６年度ひたちなか市水道事業会計予算

給 水 件 数
年 間 総 給 水 量
一 日 平 均 給 水 量

営 業 費 用

（１）

１，００４，５６７

千円

（２）

３，６０６，７２３ 千円

（３）

営 業 収 益
３，８０９，２４０

（４）

営 業 外 費 用
特 別 損 失

企 業 債 償 還 金

予 備 費

工 事 分 担 金

第１項

千円

３３４，５８５ 千円

特 別 利 益

国庫補助金返還金

７２，５００

４８，８００

３，２３８，３８８

３０，０００

千円

３０，０００

企 業 債
他 会 計 負 担 金

７２５，０００

予 備 費

主要な建設改良事業

２６，４２０

営 業 外 収 益

３，６０４，５５０

８９２，４１１

千円

１，８０９，０２３ 千円
９９１，６５４ 千円

千円

７６７，３２７ 千円
２０，０４２

１３４，０９２

千円

１，５７７ 千円
千円

千円

千円
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（債務負担行為）

第５条  債務負担行為をすることができる事項，期間及び限度額は，次のとおりと定める。

（企業債）

第６条  起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，次のとおりと定める。

（一時借入金）
第７条  一時借入金の限度額は，６００,０００千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）
第８条  予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は，次のとおりと定める。
　 第１款　水道事業費

第１項
第２項

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）
第９条  次に掲げる経費については，その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し，又は
　それ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は，議会の議決を経なければならない。

（１）
（２）

（他会計からの補助金）
第１０条  児童手当に要する経費として，一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は，
　２，４４７千円である。

（たな卸資産の購入限度額）
第１１条  たな卸資産の購入限度額は，８２，１０５千円と定める。

令和６年　３月　４日  提出

ひ た ち な か 市 長 　大 　谷　　　　明

令和６年  　月　　日  議決

職 員 給 与 費 ３７４，３５０ 千円
交 際 費 １００ 千円

　政府資金又は地方公共
団体金融機構資金につい
ては，その融資条件によ
り，銀行その他の場合に
は，その債権者と協定す
るものとする。ただし，
企業財政の都合により，
据置期間及び償還期限を
短縮し，若しくは繰上償
還又は低利に借り換える
ことができる。

　５.０％以内
（ただし，利率見
直し方式で借り入
れる政府資金及び
地方公共団体金融
機構資金につい
て，利率の見直し
を行った後におい
ては，当該見直し
後の利率)

償　還　の　方　法

限　　度　　額

７５７，６８０千円令和６年度から令和９年度まで

普通貸借又

利　率限　度　額 起債の方法

事　　項

営 業 外 費 用

期　　間

営 業 費 用

７２５，０００千円
上 水 道 事 業

浄水場等運転業務委託

は証券発行
ひたちなか市

起債の目的
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